
   

   

北海道縦貫自動車道函館名寄線の北海道上川郡鷹栖

町士別市間の新設に関する整備計画 

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

道 名 市 町 村 名 

北海道 
上川郡鷹栖町 旭川市 同郡比布町 

同郡和寒町 同郡剣淵町 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

旭川市 道道旭川北インター線 

北海道上川郡比布町 一般国道４５０号 



   

   

北海道上川郡和寒町 一般国道４０号 

士別市及び上川郡剣淵町 道道士別剣淵インター線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約720億

円とする。 

６．施行主体 

施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 

 



   

   

北海道横断自動車道黒松内釧路線の夕張市北海

道上川郡清水町間の新設に関する整備計画 

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

道 名 市 町 村 名 

北海道 

夕張市 勇払郡むかわ町 

同郡占冠村 空知郡南富良野町 

上川郡新得町 同郡清水町 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

北海道勇払郡むかわ町 道道穂別インター線 



   

   

北海道勇払郡占冠村 道道占冠インター線 

北海道勇払郡占冠村 道道トマムインター線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,440

億円とする。 

６．施行主体 

施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 

 





   

   

 同郡国見町 

宮城県 
白石市 刈田郡蔵王町 柴田郡村田町 

名取市 仙台市 

２．車線数 

車線数は、次表のとおりとする。 

区  間 車 線 数 

さいたま市から鹿沼市まで ６車線 

鹿沼市から仙台市まで ４車線 

３．設計速度 

設計速度は、次表のとおりとする。 

区  間 設 計 速 度 

さいたま市から佐野市まで １２０キロメートル／時

佐野市から白石市まで １００キロメートル／時

白石市から仙台市まで ８０キロメートル／時

 

 

 



   

   

４．連結位置及び連結予定施設 

イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの

ほか、次表のとおりとする。但し、表中「｜福島県西白

河郡矢吹町｜県道矢吹小野線及び県道矢吹小野線｜」の

うち、「｜及び県道矢吹小野線｜」については、高速自

動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定による連結

予定施設とする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

さいたま市 一般国道１６号 

久喜市及び埼玉県南埼玉

郡白岡町 
一般国道４６８号 

久喜市 県道さいたま栗橋線 

加須市 一般国道１２５号 

館林市 一般国道３５４号 

佐野市 一般国道５０号 

栃木市 県道栃木粕尾線 

鹿沼市 一般国道１２１号 

宇都宮市 一般国道１１９号 

矢板市 
一般国道４号及び県道矢板那

須線 



   

   

那須塩原市 一般国道４００号 

栃木県那須郡那須町 県道那須高原線 

福島県西白河郡西郷村 一般国道４号 

福島県西白河郡矢吹町 
県道矢吹小野線及び県道矢吹

小野線 

須賀川市 県道中野須賀川線 

郡山市 一般国道４９号 

二本松市 一般国道４５９号 

福島市 一般国道１１５号 

福島市 一般国道１３号 

白石市 一般国道４号 

仙台市 
一般国道２８６号及び県道仙

台南インター線 

ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に

よる連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

蓮田市 
県道蓮田白岡久喜線及び市道

１２６０号線 

羽生市 県道羽生栗橋線 

宇都宮市       
県 道 上 河 内 ス マ ー ト イ ン タ ー

線 



   

   

那須塩原市 県道黒磯板室インター線 

栃木県那須郡那須町 

 

県道那須高原スマートインタ

ー線           

    

白河市 

市 道 白 河 中 央 イ ン タ ー チ ェ

ン ジ 南 線 及 び 市 道 白 河 中 央

インターチェンジ北線 

福島県岩瀬郡鏡石町 
町 道 仁 井 田 ・ 笠 石 線 及 び 町

道鏡田１２１号線 

郡山市 県道郡山長沼線 

本宮市 一般国道４号 

 

福島市 

 

県道土湯温泉線 

及び市道池田・小池線 

福島県伊達郡国見町 県道白石国見線 

宮城県柴田郡村田町 県道亘理大河原川崎線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約3,040

億円とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね４５箇所

設けるものとする。 



   

   

７．施行主体 

  施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

工事は、昭和４１年度において着工するものとする。 



   

   

日本海沿岸東北自動車道の胎内市村上市間の    

               

新設に関する整備計画    

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

新潟県 胎内市  村上市                    

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

村上市  一般国道１１３号 



   

   

村上市 県道岩船港線 

村上市 県道小揚猿沢線 

 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、次表のと

おりとする。 

区 間 概 算 額 

胎内市から           

村上市南新保まで 
約310億円 

村上市南新保から 

村上市猿沢まで 
約750億円 

 

６．乗合旅客自動車停留施設 

 乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね３箇所設

けるものとする。 

 

７．施行主体 

施行主体は、次表のとおりとする。 



   

   

区 間 施行主体 

胎内市から        

村上市南新保まで 
東日本高速道路株式会社 

村上市南新保から 

村上市猿沢まで 
国土交通大臣 

 

 

 

 

 

 



   

   

関越自動車道新潟線の渋川市群馬県利根郡みなか

み町間の新設に関する整備計画    

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

群馬県 
渋川市 利根郡昭和村 沼田市  

同郡みなかみ町 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間８０キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの

ほか、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

沼田市 一般国道１２０号 

群馬県利根郡みなかみ町 一般国道１７号 



   

   

ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に

よる連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

渋川市 県道大間々上白井線 

群馬県利根郡昭和村 県道昭和インター線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約1,480

億円とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね３箇所設

けるものとする。 

７．施行主体 

  施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

工事は、昭和４６年度において着工するものとする。 



   

   

東関東自動車道千葉富津線の千葉市木更津市間 

の新設に関する整備計画    

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

千葉県 千葉市 市原市 袖ヶ浦市 木更津市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

千葉市 一般国道１６号 

市原市 一般国道２９７号 

市原市 県道千葉鴨川線 

木更津市 一般国道４０９号 



   

   

木更津市 
一般国道４０９号及び一般国

道４６８号 

木更津市 
一般国道１６号及び一般国道

１２７号 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,860

億円とする。 

６．施行主体 

施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 

 



   

   

北関東自動車道の伊勢崎市栃木県下都賀郡岩舟町

間の新設に関する整備計画    

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

群馬県 伊勢崎市 太田市 

栃木県 足利市 佐野市 下都賀郡岩舟町 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

太田市 県道大原境三ツ木線 

太田市 一般国道１２２号 

足利市 一般国道２９３号 



   

   

佐野市 県道田沼インター線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,250

億円とする。 

６．施行主体 

施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 



   

   

北関東自動車道の栃木県河内郡上三川町笠間市間

の新設に関する整備計画  

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

栃木県 河内郡上三川町 真岡市  

茨城県 筑西市 桜川市 笠間市        

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

真岡市 一般国道４０８号 

桜川市 一般国道５０号 

笠間市 県道土浦笠間線 



   

   

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約1,710

億円とする。 

６．施行主体 

施行主体は、東日本高速道路株式会社とする。 



   

   

中央自動車道西宮線の韮崎市小牧市間の新設 

に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

山梨県 韮崎市 北杜市 

長野県 

諏訪郡富士見町 同郡原村 茅野市 

諏訪市 岡谷市 上伊那郡辰野町 

同郡箕輪町 同郡南箕輪村 伊那市 

同郡宮田村 駒ヶ根市  

同郡飯島町 下伊那郡松川町 

同郡高森町 飯田市 同郡阿智村 

岐阜県 
中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 

多治見市 

愛知県 春日井市 小牧市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

 



   

   

３．設計速度 

設計速度は、全区間８０キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

 イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの 

  ほか、次表のとおりとする。但し、表中「｜瑞浪市｜県 

  道大西瑞浪線及び県道瑞浪インター線｜」のうち、「｜ 

  及び県道瑞浪インター線｜」については、高速自動車国 

  道法第１１条の２第２項第１号の規定による連結予定 

 施設とする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

韮崎市 県道韮崎昇仙峡線 

北杜市 県道北杜富士見線 

諏訪市 一般国道２０号 

長野県上伊那郡辰野町 一般国道１５３号 

長野県上伊那郡南箕輪村 県道伊那インター線 

駒ヶ根市 県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線 

飯田市 一般国道１５３号 

飯田市 一般国道４７４号 



   

   

中津川市 一般国道１９号 

恵那市 県道恵那白川線 

瑞浪市 
県道大西瑞浪線及び県道瑞

浪インター線 

土岐市 一般国道４７５号 

多治見市 一般国道２４８号 

 ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に 

  よる連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

北杜市 県道須玉インター線 

北杜市 県道長坂高根線 

長野県諏訪郡富士見町 県道払沢富士見線 

長野県下伊那郡松川町 県道松川インター大鹿線 

長野県下伊那郡阿智村 県道園原インター線 

土岐市 一般国道２１号 

小牧市 県道春日井犬山線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約4,190

億円とする。 

 



   

   

 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね３０箇所

設けるものとする。 

７．施行主体 

  施行主体は、中日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

工事は、昭和４１年度において着工するものとする。 



   

   

第一東海自動車道の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

都県名 市 町 村 名 

東京都 世田谷区 

神奈川県 川崎市 横浜市 

東京都 町田市 

神奈川県 

大和市 綾瀬市 海老名市 厚木市 

伊勢原市 秦野市 足柄上郡中井町 

同郡大井町 同郡松田町 同郡山北町 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県 

 

 

 

 

 

 

 

駿東郡小山町 御殿場市 裾野市 

同郡長泉町 沼津市 富士市 静岡市   

焼津市 藤枝市 島田市 榛原郡吉田町  

牧之原市 菊川市 掛川市 袋井市 

磐田市 浜松市 



   

   

愛知県 

新城市 豊橋市 豊川市 

岡崎市 豊田市 西加茂郡三好町 

日進市 愛知郡長久手町 尾張旭市 

名古屋市 春日井市 小牧市 

２．車線数 

車線数は、東京都世田谷区から厚木市までを６車線とし、

同市から小牧市までを４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、平坦部１２０キロメートル／時、丘陵部１

００キロメートル／時、山地部８０キロメートル／時を基

準とし、区間別には、おおむね次表のとおりとする。 

区  間 設 計 速 度 備考 

東京都世田谷区

から横浜市まで 
１００キロメートル／時  

横浜市から秦野

市まで 
１２０キロメートル／時  

秦野市から御殿

場市まで 
８０キロメートル／時  

御殿場市から静

岡県榛原郡吉田

町まで 

１００キロメートル／時  

静岡県榛原郡吉

田町から菊川市

まで 

８０キロメートル／時  



   

   

菊川市から岡崎

市まで 
１００キロメートル／時

ただし、浜

松市の一部

は８０キロ

メートル／

時とする。

岡崎市から小牧

市まで 
１２０キロメートル／時  

４．連結位置及び連結予定施設 

イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの

ほか、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

東京都世田谷区 
都道環状８号線及び都道首

都高速３号線 

川崎市 市道尻手黒川線 

横浜市 一般国道１６号 

厚木市 
一般国道１２９号及び一般

国道２７１号 

神奈川県足柄上郡大井町 一般国道２５５号 

御殿場市 
一般国道１３８号及び県道

御殿場箱根線 

沼津市 
一般国道１号及び県道沼津

インター線 

富士市 一般国道１３９号 

静岡市 一般国道１号 

静岡市 県道中島南安倍線 

焼津市 県道焼津森線 



   

   

静岡県榛原郡吉田町 県道島田吉田線 

菊川市 県道掛川浜岡線 

袋井市 県道浜北袋井線 

浜松市 県道浜松環状線 

浜松市 県道三ヶ日インター線 

豊川市 一般国道１５１号 

岡崎市 一般国道１号 

豊田市 県道本地鴛鴨線 

日進市 県道日進瀬戸線 

名古屋市 県道名古屋長久手線 

春日井市 一般国道１９号 

ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に

よる連絡位置及び連絡予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

富士市 

県道富士川身延線、 

市道上町小山線及び市道片羽

東名線 

磐田市 県道磐田インター線 

磐田市 
市道高見丘東原１号線 

及び市道豊田東原線 

 

 



   

   

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約5,090

億円とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

 乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね５３箇所

設けるものとする。 

７．施行主体 

  施行主体は、中日本高速道路株式会社とする。 

８．工期及び供用開始 

工事は、昭和３７年度において着工するものとし、昭和

４３年度において供用開始することを目途として実施する

ものとする。 

 



   

   

第二東海自動車道横浜名古屋線の静岡県駿東郡 

長泉町東海市間の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

静岡県 

駿東郡長泉町 沼津市 富士市  

富士宮市 富士郡芝川町 静岡市  

藤枝市 島田市 掛川市 周智郡森町  

磐田市 浜松市 

愛知県 

     

新城市 豊川市 岡崎市 豊田市 

安城市 刈谷市 豊明市 名古屋市 

大府市 東海市 

２．車線数 

車線数は、全区間６車線とする。 

工事は、静岡県駿東郡長泉町から豊田市までは、さしあ

たり４車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に

応じて残りの２車線を完成するものとする。 

 



   

   

３．設計速度 

設計速度は、次表のとおりとする。 

区  間 設 計 速 度 

静 岡 県 駿 東 郡 長 泉 町 か ら

豊田市まで 
１２０キロメートル／時 

豊田市から東海市まで １００キロメートル／時 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

静岡県駿東郡長泉町 
一般国道１号及び県道大岡元

長窪線 

富士市 
一般国道１３９号及び県道一

色久沢線 

静岡市 一般国道５２号 

静岡市 県道清水富士宮線 

静岡市 
県道井川湖御幸線及び県道山

脇大谷線 

藤枝市 
一般国道１号及び県道静岡朝

比奈藤枝線 

島田市 一般国道４７３号 

掛川市 県道掛川天竜線 

浜松市 一般国道１５２号 

浜松市 
一般国道２５７号及び一般国

道４７４号 



   

   

新城市 一般国道１５１号 

岡崎市 一般国道４７３号 

豊田市 一般国道４７５号 

豊田市 一般国道２４８号 

豊田市 県道名古屋岡崎線 

豊明市 一般国道２３号 

名古屋市及び大府市 
一般国道２３号、一般国道３

０２号及び市道高速２号 

大府市及び東海市 一般国道３０２号 

東海市 
一般国道３０２号及び県道高

速名古屋新宝線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約37,610

億円とする。 

６．施行主体 

 施行主体は、中日本高速道路株式会社とする。 



   

   

中部横断自動車道の静岡市山梨県南巨摩郡増穂

町間の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

静岡県 静岡市 

山梨県 
南巨摩郡南部町 同郡身延町 

西八代郡市川三郷町 南巨摩郡増穂町 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間８０キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

山梨県南巨摩郡南部町 一般国道５２号 



   

   

山梨県南巨摩郡南部町 一般国道５２号 

山梨県南巨摩郡身延町 県道市川三郷身延線  

山梨県西八代郡市川三郷

町 
県道市川三郷身延線  

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、次表のと

おりとする。 

区 間 概算額 

静岡市から 

山梨県南巨摩郡南部町福士まで 
約1,560億円 

山梨県南巨摩郡南部町福士から 

同県西八代郡市川三郷町まで 
約2,000億円 

山梨県西八代郡市川三郷町から 

同県南巨摩郡増穂町まで 
約 660億円 

６．施行主体 

施行主体は、次表のとおりとする。 

区 間 施行主体 

静岡市から 

山梨県南巨摩郡南部町福士まで 

中日本高速道路 

株式会社 

山梨県南巨摩郡南部町福士から 

同県西八代郡市川三郷町まで 
国土交通大臣 



   

   

山梨県西八代郡市川三郷町から 

同県南巨摩郡増穂町まで 

中日本高速道路 

株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

中部横断自動車道の山梨県南巨摩郡増穂町甲斐市

間の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

山梨県 
南巨摩郡増穂町 南アルプス市 

甲斐市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間８０キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

山梨県南巨摩郡増穂町 一般国道５２号 



   

   

南アルプス市 県道韮崎南アルプス中央線 

南アルプス市 県道今諏訪北村線 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約870億

円とする。 

６．施行主体 

  施行主体は、中日本高速道路株式会社とする。 

 



   

   

中国縦貫自動車道の吹田市真庭市間の新設に関す

る整備計画 

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

府県名 市 町 村 名 

大阪府 吹田市 豊中市 池田市 

兵庫県 

伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 

神戸市 三木市加東市 加西市 

神崎郡福崎町 姫路市 宍粟市 

佐用郡佐用町 

岡山県 美作市 勝田郡勝央町 津山市 真庭市 

２．車線数 

車線数は、次表のとおりとする。 

区 間 車 線 数 

吹田市から池田市まで ４車線 

池田市から三木市まで ６車線 

三木市から真庭市まで ４車線 



   

   

３．設計速度 

  設計速度は、次表のとおりとする。 

区 間 設 計 速 度 

吹田市から宝塚市まで １００キロメートル／時 

宝塚市から真庭市まで ８０キロメートル／時 

４．連結位置及び連結予定施設 

イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの

ほか、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

吹田市 府道大阪中央環状線 

豊中市及び池田市 
一般国道１７６号及び府道大

阪中央環状線 

宝塚市 
一般国道１７６号及び県道尼

崎宝塚線 

西宮市 県道高速北神戸線 

西宮市 県道大沢西宮線 

加東市 
一般国道１７５号及び県道西

脇三田線 

兵庫県神崎郡福崎町 一般国道３１２号 



   

   

宍粟市 一般国道２９号 

兵庫県佐用郡佐用町 一般国道３７３号 

美作市 県道美作奈義線 

津山市 一般国道５３号 

真庭市 一般国道３１３号 

 ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に

よる連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

神戸市 県道灘三田線 

三木市 一般国道４２８号 

加東市 県道ひょうご東条インター線

加西市 県道多可北条線 

美作市 県道作東インター線 

津山市 一般国道１７９号 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,460

億円とする。 



   

   

 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね２８箇所

設けるものとする。 

７．施行主体 

  施行主体は、西日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

工事は、昭和４１年度において着工するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

中国縦貫自動車道の周南市美祢市間の新設に関す

る整備計画  

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

山口県 周南市 山口市 宇部市 美祢市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

設計速度は、全区間８０キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

  連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

周南市 一般国道３１５号 

山口市 一般国道４８９号 

山口市 一般国道２６２号 



   

   

山口市 
一般国道９号及び県道山口宇

部線 

美祢市  一般国道４９０号 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約900億円

とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね８箇所設

けるものとする。 

７．施行主体 

施行主体は、西日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

  工事は、昭和４３年度において着工するものとする。 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

山陽自動車道吹田山口線の神戸市三木市間の新設

に関する整備計画  

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

兵庫県 神戸市 小野市 三木市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

  設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

神戸市 県道灘三田線 

神戸市 一般国道２８号 

三木市 県道神戸加東線 



   

   

三木市 一般国道１７５号 

 

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,910

億円とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね４箇所設

けるものとする。 

７．施行主体 

施行主体は、西日本高速道路株式会社とする。 



   

   

山陽自動車道吹田山口線の姫路市備前市間の新設

に関する整備計画  

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

兵庫県 
姫路市 たつの市  

相生市 赤穂市 

岡山県 備前市 

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

３．設計速度 

  設計速度は、次表のとおりとする。 

区 間 設 計 速 度 

姫路市からたつの市まで １００キロメートル／時 

たつの市から備前市まで ８０キロメートル／時 

 

 



   

   

４．連結位置及び連結予定施設 

イ 連結位置及び連結予定施設は、ロの表に掲げるものの

ほか、次表のとおりとする。但し、表中の「｜たつの市

｜県道竜野西インター線及び県道竜野西インター線｜」

のうち、「｜及び県道竜野西インター線｜」については、

高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定によ

る連結予定施設とする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

姫路市 
一般国道３７２号及び一般国

道３１２号 

姫路市 一般国道２９号 

たつの市 県道網干たつの線 

たつの市 
県道竜野西インター線及び

県道竜野西インター線 

赤穂市 県道岡山赤穂線 

備前市 一般国道２号 

ロ 高速自動車国道法第１１条の２第２項第１号の規定に

よる連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

たつの市 県道播磨新宮インター線 



   

   

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約2,430

億円とする。 

６．乗合旅客自動車停留施設 

  乗合旅客自動車停留のための施設は、おおむね５箇所設

けるものとする。 

７．施行主体 

  施行主体は、西日本高速道路株式会社とする。 

８．工事の施行 

工事は、昭和４７年度において着工するものとする。 



   

   

 東九州自動車道の宮崎県宮崎郡清武町日南市 

間の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

宮崎県 宮崎郡清武町 宮崎市 日南市  

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

  設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

日南市  県道日南高岡線 

 



   

   

 

５．工事に要する費用の概算額 

 供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約740億円

とする。 

６．施行主体 

施行主体は、国土交通大臣とする。 

 



   

   

東九州自動車道の日南市北郷町日南市東弁分 

 

間の新設に関する整備計画   

 

１．経過する市町村名 

経過する市町村名は、次表のとおりとする。 

県 名 市 町 村 名 

宮崎県 日南市  

２．車線数 

車線数は、全区間４車線とする。 

工事は、さしあたり２車線の完成をもって供用を開始し、

交通量の増加に応じ残りの２車線を完成するものとする。 

３．設計速度 

  設計速度は、全区間１００キロメートル／時とする。 

４．連結位置及び連結予定施設 

連結位置及び連結予定施設は、次表のとおりとする。 

連 結 位 置 連 結 予 定 施 設 

日南市 県道風田星倉線 

 

 



   

   

５．工事に要する費用の概算額 

供用開始までの工事に要する費用の概算額は、約200億

円とする。 

６．施行主体 

  施行主体は、国土交通大臣とする。 

 

 

 

 

 

 


